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１．問題点及び問題点が生じた理由等

２．今後の対応策

　受変電設備更新工事については、令和６年３月の完了を目指します。

　昇降機更新工事については、製品納期に合わせて再度工期を協議し、休館期間等の検

討を行いながら、令和６年度に工事を実施します。

R5-52

指定事務事業問題点・対応報告書

　次の指定事務事業について問題が生じましたので、問題点とその対応策について報告

します。

指定事務事業名 鳥の博物館改修工事

基 本 施 策 名 ７－１　生涯学習の推進

担 当 部 課 名 生涯学習部鳥の博物館

報 告 日 令和5年10月12日

　受変電設備更新工事について、半導体不足による生産能力の低下に伴い、製品納期が

遅延となり当初予定していた10月までの完了が困難となりました。

　昇降機更新工事については、４月・５月と入札不調が続き工期が２か月後ろにずれた

ことに加え、受変電設備更新工事と同様の理由により、年度内に製品の納品が間に合わ

ないため、令和５年度内の完了が困難となりました。


